
 会 議 録 

会議の名称 第２回那珂川市国民健康保険運営協議会 

開催日時 
令和 3年 7月 28日（水） 

19：00～20：15 
開催場所 保健センター2階健康増進室 

出 席 者 

１．委員 

 津留委員、田中委員、野尻委員、三角委員、大神委員、 

 岡藤委員、黒﨑委員、小塚委員、仲吉委員 

２．執行機関（事務局） 

 川口部長、伊藤課長、渡邉係長、山口 

３．その他 なし 

配布資料 ・令和４年度那珂川市国民健康保険税率の改定について 

議題及び審議の内容                      記録者：山口 

１．会長あいさつ 

 

２．審議事項 

 諮問「那珂川市国民健康保険税の税率の改定について」の審議 

《資料》：令和４年度那珂川市国民健康保険税率の改定について 

     事務局から説明。 

【議論】 

委 員：赤字解消という点では改定案②だが、附帯意見にあるように、 

被保険者の負担を考慮すると、改定案④が最も要件を満たして 

いるのではないか。 

   委 員：標準保険料率は毎年変動するということであれば、 

       今回検討している税率の上げ幅も、来年度以降修正になる 

       可能性があるという認識でよいか。それを含めて、 

       令和 6年度までに、県が示す標準保険料率を目指すというのが、 

事務局側の意向ということでよいか。 

事務局：標準保険料率の推移を見ると、来年度以降はより高い水準の 

    標準保険料率となる見込みであり、赤字を出さないためには、 

    それに向けて上げ幅を修正するような検討が必要になる。 

事務局側としてもそれは想定するべきであると考える。 

    事務局としては令和 6年度までに赤字解消となるように 

    税率を調整していきたいと考えている。 

委 員：標準保険料率の変動にあわせて目標とする税率も変わるのであれば、 

令和6年度にしわ寄せがきて一気に税率を上げなくてはならなくなる 

    可能性もあるのか。 

委 員：事務局の意向としては、次年度も税率改定の見直しを行い、 

    段階的に修正を行っていくということだったので、 



最終年度のみ大幅に税率が上がることはないと考えられる。 

事務局：答申では「標準保険料率の水準」という言葉を使用しており、 

    今後の標準保険料率の推移については、 

    これまでの傾向を見る限りでは右肩上がりとなる可能性が高いと 

    想定される。今後の動向については慎重に見極める必要があり、 

事務局も標準保険料率の算定式等について調査は行っているが、 

    現時点では今後の推計はできていない。 

慎重な対応が必要であるため、最終的な目標の水準については 

来年度もう一度ご協議いただきたいと考えている。 

   委 員：保険料の県内均一化の動きの中で、 

令和 6年度の標準保険料率について、 

県から具体的な数字は示されていないのか。 

   事務局：保険料の県内均一化の動きについては、 

       県は令和 6年度までに方向性を決めると示しているため、 

       令和 6年の段階でどのような数値で均一化するといった 

       状況ではなく、具体的な数字も現段階では示されていない。 

   会 長：附帯意見にあるような、国民健康保険財政の健全化のために、 

税率改定以外で市が努力するよう考えていることを、 

具体的に教えていただきたい。 

   事務局：税の収納率の向上や、保健事業等の強化による 

保険者努力支援制度等の補助金の確保・活用が主に挙げられる。 

関係各課と連携を行いながら取り組んでいるところである。 

   会 長：税率改定となると被保険者への影響も大きいと思われるが、 

広報等での周知の徹底についてどのように考えているか。 

   事務局：今年の広報 6月号と 7月号に、まずは第 1段階として、 

       主に国保の仕組みについて特集を組んで掲載した。 

       来年度税率を改定するということになれば、 

今年度中に広報およびホームページにて周知を行う予定である。 

   委 員：市内の国民健康保険の加入者の割合はどうなっているか。 

   事務局：世帯単位では約 3割、人口でみると約 2割が 

国民健康保険に加入している状況である。 

   委 員：最終的な改定案の決定はどのように行うのか。 

   委 員：白か黒かを決めるような話ではないので、 

       すぐに多数決等を行うのではなく、議論を重ね検討を進めていく中で 

       最適な案を見つけていくのが良いのではないだろうか。 

会 長：では、次回の検討に向けて、何か必要な資料等はあるか。 

委 員：現行税率と改定案の税率の場合の、赤字解消の効果等がわかる 

    具体的数値を、新旧対照のような形で示していただきたい。 

事務局：次回の運営協議会で報告させていただく。 

委 員：現在の収納率はどのくらいか。 



事務局：令和 2年度は、現年度分が 94.35％となっている。 

委 員：滞納の理由としては何が考えられるか。 

事務局：一概には言えない。減免や軽減の制度があるので、 

    収入や貯蓄が少ないというだけが理由ではないと考えられる。 

    国保側での滞納者への対応としては、 

滞納状況に応じて、短期証や資格証の交付を行っている。 

   会 長：ほかに意見や資料の請求等はないか。 

   委 員：特になし。 

 

３．その他 

次回の予定について事務局から説明。 

 

その他委員から 

  特になし。 

 


